
 

一
般
質
問 

◎
６
月
議
会
で
は
11
人
が 

一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。 

◎
本
紙
面
で
は
、
私
の
一
般
質
問

に
関
し
て
、
詳
細
に
ふ
れ
て
い

き
ま
す
。 

  

▼
狭
あ
い
町
道
の
拡
幅
整
備
を 

 

山
﨑
裕
二 

道
路
法 

第
８
条
の

規
定
に
も
と
づ
き
、
議
会
の
議
決

を
経
て
、
町
長
が
認
定
し
た
町
道

の
う
ち
、
令
和
３
年
度
末
時
点
で

の
１
級
・
２
級
・
そ
の
他 

町
道
の

概
要
は
。 

町
長 

１
級
町
道
は
42
路
線
、
延

長
は
約
52

km
、
２
級
町
道
は
49

路
線
で
約
52

km
、
そ
の
他
町
道
は

６
１
０
路
線
、
約
２
８
４
km
で
、

合
計
７
０
１
路
線
、
約
３
８
８
km

と
な
っ
て
い
ま
す
。 

課
長 

主
な
基
準
は
、
１
級
町
道

が
総
幅
員
４
ｍ
以
上
で
延
長
１
・

５
km
以
上
の
主
要
道
路
を
結
ぶ

も
の
、
２
級
町
道
が
総
幅
員
２
・

５
ｍ
以
上
で
主
要
道
路
の
迂
回
路

の
価
値
を
有
す
る
も
の
、
そ
の
他

町
道
が
総
幅
員
２
ｍ
以
上
、
延
長

１
０
０
ｍ
以
上
で
、
５
軒
以
上
の

住
居
が
あ
り
、
地
域
内
で
利
用
度

の
高
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

山
﨑
裕
二 

幅
員
３
・
０
ｍ
未
満

の
町
道
（
以
下
、
狭
あ
い
町
道
）

の
実
延
長
と
町
道 

実
延
長
に
占

め
る
割
合
は
。 

町
長 

狭
あ
い
町
道
の
実
延
長
は

約
70

km
で
、
実
延
長
に
占
め
る
割

合
は
約
18
％
で
す
。 

山
﨑
裕
二 

緊
急
時
・
災
害
時
あ

る
い
は
日
常
生
活
に
お
け
る
狭
あ

い
町
道
の
問
題
点
を
ど
の
よ
う
に

認
識
・
把
捉
し
て
い
る
か
。 

町
長 

車
の
大
型
化
、
ま
た
、
10

年
前
と
比
較
し
て
、
65
歳
以
上
の

免
許
所
持
者
も
増
え
て
い
ま
す
の

で
、
対
応
し
た
整
備
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
認
識
し
て
い
ま
す
。 

山
﨑
裕
二 

例
え
ば
、
狭
あ
い
町

道
で
事
故
が
起
こ
り
、
幅
員
の
影

響
で
、
救
急
車
に
よ
る
搬
送
に
支

障
が
生
じ
、
万
が
一
の
事
態
が
発

生
し
た
と
仮
定
し
た
場
合
な
ど
、

国
家
賠
償
法 

第
２
条
に
も
と
づ

く
町
道
の
設
置
・
管
理
に
係
る
瑕

疵
に
よ
る
求
償
や
予
見
可
能
性
の

有
無
を
争
点
と
す
る
よ
う
な
行
政

訴
訟
リ
ス
ク
に
対
す
る
（
町 

顧
問

弁
護
士
の
）
見
解
は
。 

町
長 

利
用
に
際
し
、
道
路
の
狭

さ
は
リ
ス
ク
が
非
常
に
高
い
と
い

う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
道
路
管

理
者
と
し
て
の
責
任
を
問
わ
れ
る

可
能
性
は
想
定
し
て
い
ま
す
。 

山
﨑
裕
二 

合
併
以
降
の
お
よ
そ

17
年
間
に
お
け
る
狭
あ
い
町
道

の
部
分
的
な
も
の
も
含
め
た
拡
幅

整
備
件
数
は
累
計
で
何
件
か
。 

町
長 

整
備
件
数
は
32
路
線
で
、

現
在
、
新
た
に
４
路
線
の
改
良
事

業
を
実
施
・
計
画
し
て
い
ま
す
。 

山
﨑
裕
二 

狭
あ
い
町
道
の
拡
幅

整
備
の
進
捗
状
況
が
現
況
に
あ
る

原
因
・
理
由
を
ど
の
よ
う
に
分
析

し
て
い
る
か
。 

町
長 

拡
幅
部
分
に
法
面
が
多
く

あ
り
、
か
つ
急
峻
な
場
所
が
多
い
、

家
屋
が
連
擔
し
、
い
わ
ゆ
る
支
障

物
件
が
多
数
あ
る
な
ど
、
拡
幅
箇

所
に
か
な
り
の
制
約
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
用
地
面
が
大
き
な
原
因
で

は
な
い
か
な
と
考
え
て
い
ま
す
。 

山
﨑
裕
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地
方
公
共
団
体
が
実

施
す
る
狭
あ
い
道
路
に
係
る
情
報

整
備
や
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
な
ど
の
費 

用
に
対
す
る
国
土
交
通
省
の
支
援

（
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
や

防
災
・
安
全
交
付
金
）
を
計
画
的

に
活
用
し
、
狭
あ
い
町
道
（
建
築

基
準
法 

第
42
条
第
２
項
に
規
定

す
る 

い
わ
ゆ
る
２
項
道
路
を
含

む
）
の
拡
幅
整
備
を
加
速
し
て
い

く
べ
き
で
は
な
い
か
。 

町
長 

道
路
台
帳
を
も
と
に
、
面

積
や
延
長
に
よ
っ
て
、
基
準
財
政

需
要
額
へ
の
算
入
は
あ
り
ま
す
が
、

多
く
の
狭
あ
い
部
分
が
あ
る
た
め
、

対
応
し
切
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
な

ど
の
財
源
を
積
極
的
に
確
保
し
、

対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

っ
て
お
り
、
利
活
用
の
検
討
を
積

極
的
に
行
っ
て
い
き
ま
す
。 

部
長 

利
活
用
に
つ
い
て
、
研
究

し
て
い
き
ま
す
。 

山
﨑
裕
二 

町
に
お
い
て
も
、
例

規
を
設
け
、
例
え
ば
、（
買
い
取
り
、

無
償
使
用
、
寄
附
な
ど
に
応
じ
た
）

後
退
用
地
や
隅
切
り
用
地
の
買
い

取
り
、
測
量
・
分
筆
あ
る
い
は
所

有
権
移
転
登
記
、
門
扉
・
塀
ま
た

は
垣
根
な
ど
の
撤
去
や
後
退
、
舗

装
工
事
、
維
持
管
理
な
ど
、
狭
あ

い
道
路
に
接
し
て
い
る
敷
地
所
有

者
な
ど
へ
補
償
を
行
い
、
狭
あ
い

町
道
の
拡
幅
整
備
を
推
進
し
て
い

く
べ
き
で
は
な
い
か
。 

町
長 

要
綱
や
整
備
計
画
を
定
め
、

狭
あ
い
解
消
に
積
極
的
に
取
り
組

ん
で
い
る
自
治
体
に
つ
い
て
、
し

っ
か
り
と
勉
強
し
、
引
き
つ
づ
き
、

道
路
利
用
状
況
や
地
元
要
望
内
容

に
応
じ
、
隅
切
り
、
待
避
所
や
回

転
場
な
ど
の
局
所
的
・
部
分
的
な

改
修
も
組
み
合
わ
せ
て
、
狭
あ
い

解
消
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。 

▼
食
育
Ｋ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
応
援
事
業
の 

引
き
続
き
の
実
施
を  

山
﨑
裕
二 

き
ょ
う
と
食
い
く
先

生
等
派
遣
事
業
は
、
府
内
の
幼
稚

園
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
、

小
・
中
学
校
な
ど
へ
、
き
ょ
う
と

食
い
く
先
生
を
派
遣
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
農
作
業
や
調
理
な
ど
の

体
験
を
重
視
し
た
食
育
（
体
験
型

食
育
）
を
支
援
し
、
多
様
な
主
体

に
よ
る
食
育
を
推
進
す
る
こ
と
を

目
的
・
趣
旨
と
し
た
府
が
実
施
す

る
事
業
で
あ
る
。 

 

町
内
に
は
、
き
ょ
う
と
食
い
く

先
生
の
認
定
者
は
、
農
林
水
産
分

野
・
料
理
分
野
で
各
何
人
お
ら
れ

る
か
。 

町
長 

農
林
水
産
分
野
で
６
人
、

料
理
分
野
が
３
人
、
計
９
人
認
定

さ
れ
て
い
ま
す
。 

山
﨑
裕
二 

と
り
わ
け
、
須
知
幼

稚
園
に
お
い
て
、
派
遣
事
業
の
ひ

と
つ
で
あ
る
食
育
Ｋ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
応
援

事
業
（
幼
児
を
対
象
と
し
た
農
林

漁
業
、
地
域
の
食
文
化
、
栄
養
バ

ラ
ン
ス
に
配
慮
し
た
食
生
活
な
ど

に
関
す
る
体
験
、
講
話
な
ど)

に
よ

る
取
り
組
み
が
定
期
的
に
実
施
さ

れ
て
き
た
。
取
り
組
み
の
成
果
や

感
想
は
。 

教
育
長 

育
て
る
体
験
、
さ
ら
に

は
、
収
穫
し
た
野
菜
を
調
理
す
る

体
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

指
導
を
受
け
た
園
児
た
ち
は
、

体
験
活
動
に
目
を
輝
か
せ
、
自
ら

調
理
し
た
も
の
を
い
た
だ
く
と
い

う
楽
し
さ
を
実
感
し
た
と
聞
い
て

い
ま
す
。
健
全
な
食
生
活
、
食
文 

 

裏
面
も
ご
覧
く
だ
さ
い 

６
月
議
会
（
令
和
４
年
第
２
回
定
例
会
）
は
、
６
月
１
日
（
水
）
か
ら
15
日
（
水
）
ま
で
の
15
日
間
、
開
か

れ
、
税
の
専
決
処
分
に
関
す
る
３
承
認
案
件
、
１
同
意
案
件
、
地
方
税
条
例
の
改
正
案
件
、
30
％
プ
レ
ミ
ア
ム

商
品
券
事
業
１
億
円
、
物
価
高
騰
に
対
応
す
る
学
校
給
食
事
業
１
０
０
万
円
ほ
か
一
般
会
計
補
正
予
算
案
件
、
町

営
バ
ス
（
小
型
）
購
入
契
約
案
件
ほ
か
を
審
議
し
ま
し
た
。
な
お
、
審
議
の
概
要
お
よ
び
議
決
結
果
に
つ
い
て
は
、

『
議
会
だ
よ
り
』
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

  

京丹波町議会議員 山﨑ゆうじ 議員活動誌
発行　山﨑 裕二

　〒622-0214

 京丹波町蒲生蒲生野87-2 

山﨑
 ゆうじ

　日々の議員活動をブログで綴っています ☆訪問者数 135.5万UU-毎月 約1万5000人　448.8万PV

○TEL・FAX：82-2350

　　  090-5921-7168

kyotanba_gakusha@ybb.ne.jp  ～【町民のみなさん】 と 【町】　その繋がりを架け橋します～

 　議員活動誌　パソコン版も合わせてご覧ください → 検索サイトで 「やまさきゆうじ　京丹波町」 ご検索ください

○メールアドレス：

令和4年
7月発行

第19号



表
面
も
ご
覧
く
だ
さ
い 

 
化
を
園
児
た
ち
は
学
び
、
実
感
し
、

家
庭
に
も
い
い
影
響
を
与
え
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

山
﨑
裕
二 

食
の
ま
ち
と
し
て
の

イ
メ
ー
ジ
を
、
味
蕾
が
鋭
い
幼
少

期
か
ら
共
有
し
て
い
く
と
と
も
に
、

町
内
外
へ
の
い
っ
そ
う
の
浸
透
を

図
る
た
め
に
も
、
４
月
か
ら
一
斉

開
園
と
な
っ
た
認
定
こ
ど
も
園
に

お
い
て
も
、
同
事
業
を
活
用
し
た

取
り
組
み
を
引
き
つ
づ
き
実
施
し

て
は
ど
う
か
。 

町
長 

五
感
を
使
っ
た
体
験
を
通

じ
、
食
の
大
切
さ
、
農
林
水
産
業

の
役
割
な
ど
を
伝
え
る
体
験
型
食

育
活
動
と
し
て
、
こ
ど
も
園
に
お

い
て
も
引
き
継
げ
る
と
考
え
て
い

ま
す
。
地
域
の
方
と
の
つ
な
が
り

も
大
切
に
し
な
が
ら
、
検
討
し
て

い
き
ま
す
。 

 

▼
太
陽
光
発
電
施
設
の 

厳
格
な
適
正
管
理
を 

 

山
﨑
裕
二 

２
０
１
７
年
（
平
成

29
年
３
月
策
定
の
事
業
計
画
策

定
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ら
び
に
同
年

４
月
改
正
施
行
の
電
気
事
業
者
に

よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気

の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（
本
年
４
月
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す

る
特
別
措
置
法
（
以
下
、
再
エ
ネ

特
措
新
法
）
に
改
題
、
改
正
施
行
）

第
９
条
第
３
項
（
再
エ
ネ
特
措
新

法
で
は
、
第
４
項
に
繰
り
下
げ
）

第
１
号
お
よ
び
同
法 

施
行
規
則 

第
５
条
第
３
号
に
お
い
て
、
Ｆ
Ｉ

Ｔ
（Feed-in Tariff

，
固
定
価

格
買
取
制
度
）
事
業
者
に
対
し
て
、

太
陽
光
発
電
施
設
へ
の
柵
塀
の
設

置
が
義
務
付
け
ら
れ
た
（
改
正
法

規
施
行
前
の
旧
認
定
事
業
者
は
、

１
年
以
内
に
設
置
す
る
こ
と
と
の

経
過
措
置
期
間
あ
り
。
本
年
４
月

開
始
の
Ｆ
Ｉ
Ｐ
（Feed-in 

Premium

，
割
増
価
格
買
取
制
度
）

事
業
者
も
対
象
）。 

太
陽
光
発
電
施
設
に
お
い
て
、

柵
塀
の
設
置
を
義
務
付
け
る
に
至

っ
た
背
景
・
要
因
に
つ
い
て
、
換

言
す
れ
ば
、
柵
塀
が
未
設
置
な
場

合
や
不
適
切
な
場
合
、
な
に
を
問

題
と
し
た
（
い
ま
な
お
、
問
題
と

し
て
い
る
）
の
か
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
に
咀
嚼
し
て
い
る
か
。 

町
長 

柵
塀
が
未
設
置
な
場
合
や

管
理
が
で
き
て
い
な
い
と
い
っ
た

こ
と
で
、
事
故
な
ど
で
発
電
施
設

と
地
面
と
の
間
に
電
気
が
流
れ
て

い
る
状
態
に
な
っ
た
と
き
、
第
三

者
が
感
電
な
ど
に
よ
っ
て
被
害
を

受
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
事
業

に
関
係
の
な
い
方
が
容
易
に
立
ち

入
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
柵

塀
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
た
の

で
は
と
理
解
し
て
い
ま
す
。 

山
﨑
裕
二 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定

や
法
規
改
正
な
ど
に
つ
づ
い
て
、

経
済
産
業
省 

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー

庁
は
、
設
置
義
務
違
反
に
対
し
て
、

２
０
１
８
年（
平
成
30
年
）
11
月
、

注
意
喚
起
文
書
、
さ
ら
に
は
、
２

０
１
９
年
（
平
成
31
年
）
２
月
、

取
り
締
ま
り
に
つ
い
て
の
文
書
を

公
表
し
、
柵
塀
の
不
適
合
事
例
な

ど
を
具
体
的
に
提
示
し
た
。 

し
か
し
な
が
ら
、
町 

住
宅
団
地

な
ど
に
お
い
て
、
不
適
合
事
例
の

集
積
傾
向
が
看
取
で
き
る
。
町
内

全
域
に
わ
た
っ
て
、
太
陽
光
発
電

施
設
へ
の
柵
塀
の
未
設
置
や
不
適

切
設
置
に
つ
い
て
の
状
況
は
把
握

で
き
て
い
る
か
。 

町
長 

不
適
切
案
件
は
正
確
に
把

握
が
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
今
後
、

把
握
に
努
め
て
い
き
ま
す
。 

山
﨑
裕
二 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー
事
業
の
不
適

切
案
件
に
関
す

る
情
報
提
供
フ

ォ
ー
ム
【
下
記
】

を
通
じ
て
、
関
係

省
庁
と
情
報
共

有
を
図
っ
て
い

く
べ
き
で
は
な

い
か
。 

課
長 

不
適
切

案
件
を
把
握
し

た
場
合
、
場
所
、

状
況
を
確
認
し
、

事
業
者
等
を
調

査
し
た
上
で
、
情

報
提
供
フ
ォ
ー

ム
を
活
用
し
て
、

情
報
提
供
す
る

な
ど
の
対
応
を
し
て
い
き
ま
す
。 

合
わ
せ
て
、
不
適
切
案
件
発
見

の
際
は
、
町
へ
情
報
提
供
い
た
だ

け
る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

山
﨑
裕
二 

設
置
義
務
違
反
に
対

し
て
、
町
か
ら
も
、
行
政
指
導
（
助

言
・
指
導
・
勧
告
）
や
行
政
処
分

（
命
令
・
公
表
）
を
順
次
、
厳
格

に
行
っ
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
。 

町
長 

ま
ず
、
関
係
省
庁
へ
情
報

提
供
を
行
い
、
条
例
に
基
づ
き
、

適
正
な
維
持
管
理
を
怠
っ
た
り
、

周
辺
の
生
活
環
境
等
に
影
響
を
及

ぼ
す
恐
れ
が
あ
る
と
認
め
た
と
き

な
ど
に
は
、
指
導
、
助
言
、
勧
告

が
行
え
る
と
定
め
て
い
ま
す
の
で
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
、
順
次
、
指
導

の
対
応
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。 

 

▼
太
陽
光
発
電
設
備
の
外
部
積
立

制
度
に
対
応
し
た
条
例
改
正
を 

 

山
﨑
裕
二 

２
０
１
９
年
（
令
和

元
年
）
11
月
、
経
済
産
業
省 

資

源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
は
、
太
陽
光
パ

ネ
ル
の
廃
棄
費
用
と
し
て
、
10
年

間
の
積
立
を
義
務
化
す
る
方
針
を

示
し
、
一
昨
年
２
月
、
太
陽
光
発

電
設
備
の
廃
棄
等
費
用
積
立
制
度

（
以
下
、
積
立
制
度
）
を
閣
議
決

定
し
た
。
そ
れ
ら
を
受
け
、
昨
年

９
月
、
廃
棄
等
費
用
積
立
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
を
策
定
し
、
本
年
４
月
の

再
エ
ネ
特
措
新
法
ほ
か
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
供
給
強
靱
化
関
連
法
規
の
一

括
改
正
施
行
と
あ
わ
せ
て
、
一
部

改
定
も
行
っ
た
。 

７
月
開
始
の
積
立
制
度
の
対
象
、

積
立
方
法
な
ど
の
内
容
は
。 

町
長 

10

kW
以
上
の
太
陽
光
発

電
設
備
を
有
す
る
全
て
の
事
業
者

を
対
象
に
、
売
電
が
終
了
し
た
と

き
の
発
電
設
備
の
廃
棄
等
費
用
の

積
立
て
を
行
う
制
度
だ
と
承
知
し

て
い
ま
す
。 

山
﨑
裕
二 

積
立
制
度
（
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
策
定
）
の
趣
旨
・
位
置
付

け
は
。
こ
れ
ま
で
の
経
緯
や
実
態

を
ふ
ま
え
、
と
り
わ
け
、
こ
の
よ

う
な
制
度
改
革
を
必
要
と
し
た
背

景
・
要
因
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し

て
い
る
か
。
従
前
か
ら
あ
っ
た
積

立
の
考
え
方
の
な
に
を
問
題
と
み

た
の
か
。 

町
長 

今
ま
で
の
積
立
て
は
、
電

力
の
買
取
価
格
の
一
部
を
廃
棄
等

の
費
用
と
し
て
、
事
業
者
自
ら
積

立
て
し
、
管
理
を
し
て
い
く
方
式

で
し
た
が
、
廃
棄
費
用
を
積
立
し

て
い
な
い
事
業
者
が
多
数
、
存
在

す
る
こ
と
が
判
明
し
、
発
電
事
業

終
了
後
に
必
要
な
費
用
が
確
保
で

き
ず
に
、
設
備
を
適
正
に
処
理
せ

ず
、
放
置
す
る
と
い
っ
た
事
態
の

発
生
が
危
惧
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

強
制
力
を
伴
う
制
度
改
正
は
当
然

の
こ
と
だ
と
理
解
し
て
い
ま
す
。 

山
﨑
裕
二 

昨
年
４
月
施
行
の
京

丹
波
町
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
施

設
の
適
正
な
設
置
及
び
管
理
に
関

す
る
条
例
お
よ
び
同
条
例 

施
行

規
則
で
は
、
廃
棄
等
費
用
の
積
立

に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
条
文
を

備
え
て
い
る
か
。 

部
長 

条
例 

第
４
条
第
３
項
で
、

事
業
者
の
責
務
と
し
て
「
事
業
者

は
、
太
陽
光
発
電
施
設
の
適
正
な

維
持
管
理
並
び
に
事
業
終
了
後
の

適
切
な
撤
去
及
び
処
分
の
た
め
、

計
画
的
な
積
立
て
等
の
方
法
に
よ

り
費
用
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。」
と
定
め
て
い
ま
す
。 

 

山
﨑
裕
二 

積
立
制
度
の
開
始
に

伴
い
、
例
規
運
用
に
あ
た
っ
て
、

今
後
、
表
面
化
、
顕
在
化
し
た
場

合
、
い
っ
そ
う
看
過
し
難
く
な
る

よ
う
な
争
点
、
敷
衍
す
る
と
、
目

下
、
据
え
て
い
る
条
文
規
定
だ
け

で
は
、
演
繹
し
き
れ
な
い
よ
う
な

課
題
は
予
見
で
き
な
い
か
。 

課
長 

再
エ
ネ
特
措
新
法
、
同
法

施
行
規
則
の
施
行
に
よ
り
、
廃
棄

等
費
用
を
売
電
収
入
か
ら
源
泉
徴

収
的
に
差
し
引
い
て
、
外
部
機
関

に
積
み
立
て
る
こ
と
と
な
り
、
積

立
金
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
、
一

定
の
資
料
を
提
出
し
、
経
済
産
業

大
臣
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

今
回
の
積
立
制
度
の
運
用
に
よ

り
、
発
電
設
備
が
適
正
に
解
体
、

撤
去
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
い
ま
す
。 

山
﨑
裕
二 

役
目
を
終
え
た
太
陽

光
発
電
設
備
が
、
い
か
な
る
場
合

も
放
置
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
速
や

か
に
撤
去
か
つ
適
切
に
処
分
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
住
民
の

安
全
な
生
活
や
町
の
環
境
保
全
に

寄
与
す
る
よ
う
、
積
立
制
度
の
内

容
や
趣
旨
を
ふ
ま
え
、
例
規
の
点

検
、
改
正
（
追
加
）
を
行
っ
て
い

く
べ
き
で
は
な
い
か
。 

町
長 

太
陽
光
発
電
に
つ
い
て
は
、

今
後
、
い
ろ
い
ろ
な
課
題
が
浮
き

上
が
っ
て
く
る
と
予
見
し
て
い
ま

す
。 廃

止
後
の
設
備
の
解
体
、
撤
去

等
は
適
切
に
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

再
エ
ネ
特
措
新
法 

厳
格
化
の

趣
旨
を
ふ
ま
え
、
再
度
、
例
規
の

点
検
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
、

改
正
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
て
い
ま
す
。 


